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１．移行前に行う作業について

(1)動作環境の確認について

①移行後のパソコンが、eConsoliTaxの動作環境を満たしていることを確認してください。

②動作環境につきましては、下記ＵＲＬの「動作環境等」をご参照ください。

http://www.tkc.jp/consolidate/econsolitax/spec/

※eConsoliTaxは、Windows7のHomePremium搭載パソコンにインストールすることができません。

(2)Windows7、Windows8・8.1への対応状況の確認について

①これからインストールするeConsoliTaxのプログラムＣＤ－ＲＯＭの版数が、移行後のパソコンの

ＯＳ（Windows7、Windows8・8.1）に対応済みであることを確認してください。

②平成18年度版以降のWindows7、Windows8・8.1への対応版数につきましては、下記ＵＲＬの「動

作環境等」の「※２．Windows7、Windows8・8.1に対応している版数は次の通りです。」をご参

照ください。

http://www.tkc.jp/consolidate/econsolitax/spec/

※平成17年度版のWindows7、Windows8・8.1への対応版数は以下の通りです。

Windows7 Windows7 Windows8 Windows8.1

(32Bit) (64Bit) (32･64Bit) (32･64Bit)

17年度版 [2012年04月版] [2013年04月版] 未対応 未対応

以降 で対応

(3)「プロダクトキー」の退避について

移行後のパソコンにおいても、プロダクトキーの登録が必要となります。以下の方法にてプロダ

クトキーをメモ帳等に退避してください。

なお、プロダクトキーは各年度ごとに異なります。

①Windowsの[スタート]ボタン＞[(すべての)プログラム]＞[ＴＫＣシステム]＞[連結納税システム

(eConsoliTax)]＞[平成XX年度／連結納税システム・プロダクトキー管理ツール]を選択します。

②プロダクトキー管理ツールが起動したら、該当する行をダブルクリックしてください。

③プロダクトキーをメモ帳等に退避してください。

④上記①～③を、平成17年度版以降のeConsoliTaxの全ての年度について行ってください。

(4)「通信環境の設定」の退避について

移行後のパソコンにおいても、「通信環境の設定」が必要となります。パソコンの移行前と移行後

において、通信環境に変更がない場合は、移行前のパソコンの通信環境の設定を、画面ハードコピ

ー等に退避してください。「通信環境の設定」画面は、以下の通り起動してください。

①Windowsの[スタート]ボタン＞[(すべての)プログラム]＞[ＴＫＣシステム]＞[連結納税システム

(eConsoliTax)]＞[平成XX年度／連結納税システム]を選択します。

②ユーザＩＤとパスワードを入力する画面が表示されます。当画面右下の[接続の設定]ボタンをク

リックします。
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③「通信環境の設定」画面が表示されますので、画面ハードコピーを取得してください。

④プロキシサーバーの詳細設定を行っている場合は、「詳細設定」ボタンをクリックします。

⑤「プロキシの設定」画面が表示されますので、画面ハードコピーを取得してください。
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２．移行後のパソコンでのインストール作業について

(1)インストールするシステムの順番について

①平成２６年度版以降のシステムを最初にインストールしてください。

②その後、古い年度版から新しい年度版へ、順次インストールしてください。

③新しい年度をインストールした後に古い年度をインストール（例：平成26年度版→平成24年度版

の順番にインストールした）すると、インストール画面の[システムの登録・更新]が[未登録]の

ままになっている場合があります。

④その場合、インストール画面を[閉じる]ボタンで終了してから、再度、インストール画面を起動

してください。

⑤[システムの登録・更新]が[登録済]になった事を確認してから、[プロダクトキー等の登録]を行

ってください。

(2)インストールの手順について

①各年度のセットアップ手順書につきましては、インストール画面の「システム登録のセットアッ

プ手順書」のリンクから確認してください。

②「プロダクトキー等の登録」をクリックすると、「プロダクトキーの新規登録」画面が表示されま

す。上記１.(3)で退避した「プロダクトキー」を入力してください。

③次に、「通信環境の設定」画面が表示されます。上記１.(4)で退避した「通信環境の設定」画面を

参考に、入力してください。

※「通信環境の設定」は、貴社の情報システム部門のご担当者様に確認してください。

※下記の処理は、ｅ－ＴＡＸ連結納税で国税・地方税の電子申告を行う場合に必要な作業です。

ｅ－ＴＡＸ連結納税を利用していない場合は、下記の作業は不要です。

(3)電子署名で必要なドライバ等の登録について

①ＩＣカードリーダライタのドライバの登録（ＩＣカードタイプの電子証明書をご利用の場合）

1)ご利用のＩＣカードリーダライタのドライバが、移行後のパソコンのＯＳに対応しているかを、

事前にご確認ください。

2)付属のＣＤ－ＲＯＭや各製造元のホームページ等から、移行後のパソコンのＯＳに対応したド

ライバ(ソフトウェア)を取得し、パソコンに登録してださい。

（ご注意）

サクサ社製「ＨＲ３３０Ｃ」は、Windows8・8.1に対応していません。(平成26年2月26日現在)
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②電子証明書専用ソフトの登録（ＩＣカードタイプの電子証明書をご利用の場合）

1)ＩＣカードタイプの電子証明書をご利用の場合(例：住基カード)、移行後のパソコンのＯＳに

対応した電子証明書専用ソフトを登録してください。

③税理士用電子証明書専用ソフトの登録等（税理士(税理士法人)が電子署名する場合）

1)税理士(税理士法人)が税理士ＩＣカードで電子署名する場合、下記の２つの処理が必要です。

a.税理士用電子証明書専用ソフトのパソコンへの登録

b.税理士ＩＣカードのパソコンへの登録

2)また、税理士用電子証明書専用ソフトおよび税理士ＩＣカードのパソコンへの登録手順は、日

本税理士会連合会ホームページの会員専用ページにログインして入手します。

3)そのため、顧問税理士に税理士用電子証明書専用ソフトおよび税理士ＩＣカードのパソコンへ

の登録を依頼してください。

以 上


